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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】車両の運転者が坂道発進用ブレーキ液圧制御を
必要としているときにのみ、坂道発進用ブレーキ液圧制
御が開始・実行され得る車両の制御装置を提供すること
。
【解決手段】「車両が停止状態にあり、且つ、ブレーキ
ペダルが制動操作されていて、且つ、シフトレバーが走
行用変速段（１速～５速、Ｒ）のうちの何れか１つに対
応するシフト位置にあると判定されている場合」におい
て、クラッチペダルの位置が、踏み戻し方向（クラッチ
トルクの増加方向）に移動しながら、クラッチストロー
クａに対応する位置を通過した後に、「検出領域（クラ
ッチストロークａ～ｂ）」内に所定時間Ｔに亘って維持
されたと判定された場合、坂道発進用ブレーキ液圧制御
が開始・実行される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転者により操作されるシフト操作部材（ＳＬ）のシフト位置に応じて変速段が
選択されるトルクコンバータを備えない手動変速機（Ｍ／Ｔ）であって、前記車両の動力
源（Ｅ／Ｇ）の出力軸（Ａｅ）から動力が入力される入力軸（Ａｉ）と、前記車両の駆動
輪へ動力を出力する出力軸（Ａｏ）と、前記変速機の入力軸（Ａｉ）と前記変速機の出力
軸（Ａｏ）との間で動力伝達系統が確立され且つ前記出力軸（Ａｏ）の回転速度に対する
前記入力軸（Ａｉ）の回転速度の割合である減速比が異なる複数の走行用変速段（１速～
５速、Ｒ）と、前記変速機の入力軸（Ａｉ）と前記変速機の出力軸（Ａｏ）との間で動力
伝達系統が確立されないニュートラル段（Ｎ）と、を備え、前記シフト操作部材を前記複
数の走行用変速段のうちの何れか１つに対応するシフト位置に移動することにより対応す
る前記走行用変速段が選択・実現され、前記シフト操作部材を前記ニュートラル段に対応
するシフト位置に移動することにより前記ニュートラル段が選択・実現されるように構成
された手動変速機（Ｍ／Ｔ）と、
　前記動力源の出力軸（Ａｅ）と前記変速機の入力軸（Ａｉ）との間に介装されたクラッ
チ（Ｃ／Ｔ）であって、前記車両の運転者により操作されるクラッチ操作部材（ＣＰ）の
位置の調整によって前記動力源の出力軸（Ａｅ）と前記変速機の入力軸（Ａｉ）との間に
おいてクラッチ（Ｃ／Ｔ）が伝達可能な最大トルクであるクラッチトルクを調整可能なク
ラッチ（Ｃ／Ｔ）と、
　前記車両が停止状態にあるか否かを判定する第１判定手段（Ｐ５、ＥＣＵ）と、
　前記車両の運転者により操作される制動操作部材（ＢＰ）が操作されているか否かを判
定する第２判定手段（Ｐ２、ＥＣＵ）と、
　前記シフト操作部材（ＳＬ）が前記複数の走行用変速段のうちの何れか１つに対応する
シフト位置にあるか否かを判定する第３判定手段（Ｐ４、ＥＣＵ）と、
　前記車両が停止状態にあり、且つ、前記制動操作部材（ＢＰ）が操作されていて、且つ
、前記シフト操作部材（ＳＬ）が前記複数の走行用変速段のうちの何れか１つに対応する
シフト位置にあると判定されている場合において、前記クラッチ操作部材（ＣＰ）の位置
が前記クラッチトルクの増加方向に移動しながら第１位置（ａ）を通過したことに基づい
て、前記運転者による制動操作部材（ＢＰ）の操作に依存せずに前記車両の車輪に制動力
を与えるブレーキ液圧を発生する坂道発進用ブレーキ液圧制御を開始・実行する制御手段
（ＢＲＫ、ＥＣＵ）と、
　を備えた、車両の制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両の制御装置において、
　前記制御手段は、
　前記クラッチ操作部材（ＣＰ）の位置が前記第１位置（ａ）を通過した後、前記クラッ
チ操作部材（ＣＰ）の位置が、前記第１位置と、前記第１位置に対して前記クラッチトル
クの増加方向にある第２位置（ｂ）との間に所定時間（Ｔ）に亘って維持されたことに基
づいて、前記坂道発進用ブレーキ液圧制御を開始・実行するように構成された、車両の制
御装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の車両の制御装置において、
　前記第１位置（ａ）は、前記クラッチトルクがゼロになる領域内に設定された、車両の
制御装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の車両の制御装置において、
　前記第２位置（ｂ）は、前記クラッチトルクがゼロから増加開始する位置（ｐ）に対し
て前記クラッチトルクの増加方向の位置に設定された、車両の制御装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４の何れか一項に記載の車両の制御装置において、
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　前記制御手段は、
　前記坂道発進用ブレーキ液圧制御の実行中において、前記車両の運転者により操作され
る加速操作部材（ＡＰ）が操作されたことに基づいて、前記坂道発進用ブレーキ液圧制御
を終了するように構成された、車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両の運転者により操作されるシフト操作部材のシフト位置に応じて変速段
が選択されるトルクコンバータを備えない手動変速機と、クラッチとを備えた車両の制御
装置が知られている。
【０００３】
　この手動変速機は、車両の動力源の出力軸から動力が入力される入力軸と、車両の駆動
輪へ動力を出力する出力軸と、変速機の入力軸と変速機の出力軸との間で動力伝達系統が
確立され且つ減速比（出力軸の回転速度に対する入力軸の回転速度の割合）が異なる複数
の走行用変速段と、変速機の入力軸と変速機の出力軸との間で動力伝達系統が確立されな
いニュートラル段とを備える。シフト操作部材を複数の走行用変速段のうちの何れか１つ
に対応するシフト位置に移動することにより、対応する走行用変速段が選択・実現される
。また、シフト操作部材をニュートラル段に対応するシフト位置に移動することにより、
ニュートラル段が選択・実現される。
【０００４】
　上記クラッチは、動力源の出力軸と変速機の入力軸との間に介装される。車両の運転者
により操作されるクラッチ操作部材の位置の調整によって、クラッチトルク（動力源の出
力軸と変速機の入力軸との間においてクラッチが伝達可能な最大トルク）が調整され得る
。
【０００５】
　車両の坂道発進に際し、操作性向上、及び安全性向上の観点に基づき、以下の車両の制
御装置が開発されてきている。この制御装置は、上記手動変速機と、上記クラッチと、坂
道発進用ブレーキ液圧制御を開始・実施する制御手段とを備えている。この坂道発進用ブ
レーキ液圧制御は、運転者による制動操作部材の操作に依存せずに車両の車輪に制動力を
与えるブレーキ液圧を発生するものである。
【０００６】
　下記特許文献１には、上記車両の制御装置の一例が記載されている。上記坂道発進用ブ
レーキ液圧制御を開始・実施する制御手段は、車両が傾斜路上に存在するか否かを検出す
る坂道検出手段からの検出情報に基づき、坂道発進用ブレーキ液圧制御が必要であると判
定したときに、坂道発進用ブレーキ液圧制御を開始・実行する。これにより、車両の坂道
発進に際し、運転者による制動操作部材の操作に依存せずに車両の車輪に制動力が与えら
れる。従って、車両を降坂させることなく、坂道発進に係る操作が運転者により実施され
得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－１９８０８０号公報
【発明の概要】
【０００８】
　ところで、上述した「坂道発進用ブレーキ液圧制御が必要である」との判定においては
、誤判定が生じる場合がある。これは、上記判定が、運転者の要求とは別に、坂道検出手
段からの検出情報に基づくことに起因する。この誤判定のため、例えば、傾斜路が非常に
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緩やかである場合等、車両の運転者が坂道発進用ブレーキ液圧制御を必要としないときで
あっても、この制御が開始・実行されてしまう場合があるという問題があった。
【０００９】
　以上のことを鑑み、本発明の目的は、車両の運転者が坂道発進用ブレーキ液圧制御を必
要としているときにのみ、坂道発進用ブレーキ液圧制御が開始・実行され得る車両の制御
装置を提供することにある。
【００１０】
　本発明に係る車両の制御装置は、手動変速機（Ｍ／Ｔ）と、クラッチ（Ｃ／Ｔ）と、第
１判定手段（Ｐ５、ＥＣＵ）と、第２判定手段（Ｐ２、ＥＣＵ）と、第３判定手段（Ｐ４
、ＥＣＵ）と、制御手段（ＢＲＫ、ＥＣＵ）とを備える。
【００１１】
　前記手動変速機（Ｍ／Ｔ）は、車両の運転者により操作されるシフト操作部材（ＳＬ）
のシフト位置に応じて変速段が選択されるトルクコンバータを備えない変速機である。前
記手動変速機（Ｍ／Ｔ）は、前記車両の動力源（Ｅ／Ｇ）の出力軸（Ａｅ）から動力が入
力される入力軸（Ａｉ）と、前記車両の駆動輪へ動力を出力する出力軸（Ａｏ）と、前記
変速機の入力軸（Ａｉ）と前記変速機の出力軸（Ａｏ）との間で動力伝達系統が確立され
且つ前記出力軸（Ａｏ）の回転速度に対する前記入力軸（Ａｉ）の回転速度の割合である
減速比が異なる複数の走行用変速段（１速～５速、Ｒ）と、前記変速機の入力軸（Ａｉ）
と前記変速機の出力軸（Ａｏ）との間で動力伝達系統が確立されないニュートラル段（Ｎ
）とを備える。前記手動変速機（Ｍ／Ｔ）は、前記シフト操作部材を前記複数の走行用変
速段のうちの何れか１つに対応するシフト位置に移動することにより対応する前記走行用
変速段が選択・実現され、前記シフト操作部材を前記ニュートラル段に対応するシフト位
置に移動することにより前記ニュートラル段が選択・実現されるように構成される。
【００１２】
　前記クラッチ（Ｃ／Ｔ）は、前記動力源の出力軸（Ａｅ）と前記変速機の入力軸（Ａｉ
）との間に介装される。前記クラッチ（Ｃ／Ｔ）は、前記車両の運転者により操作される
クラッチ操作部材（ＣＰ）の位置の調整によって前記動力源の出力軸（Ａｅ）と前記変速
機の入力軸（Ａｉ）との間においてクラッチ（Ｃ／Ｔ）が伝達可能な最大トルクであるク
ラッチトルクを調整可能に構成される。
【００１３】
　「クラッチ操作部材（ＣＰ）」は、例えば、運転者の足による踏み込み、又は踏み戻し
で位置が調整されるクラッチペダルであり、これに限定されない。クラッチ操作部材（Ｃ
Ｐ）として上記クラッチペダルが用いられる場合、クラッチトルクは、上記クラッチペダ
ルの踏み戻し方向への移動量が大きいほどより大きくなるよう調整され得る。
【００１４】
　前記第１判定手段（Ｐ５、ＥＣＵ）は、前記車両が停止状態にあるか否かを判定する。
前記第２判定手段（Ｐ２、ＥＣＵ）は、前記車両の運転者により操作される制動操作部材
（ＢＰ）が操作されているか否かを判定する。前記第３判定手段（Ｐ４、ＥＣＵ）は、前
記シフト操作部材（ＳＬ）が前記複数の走行用変速段のうちの何れか１つに対応するシフ
ト位置にあるか否かを判定する。
【００１５】
　前記制御手段（ＢＲＫ、ＥＣＵ）は、「前記車両が停止状態にあり、且つ、前記制動操
作部材（ＢＰ）が操作されていて、且つ、前記シフト操作部材（ＳＬ）が前記複数の走行
用変速段のうちの何れか１つに対応するシフト位置にあると判定されている場合」におい
て、前記クラッチ操作部材（ＣＰ）の位置が前記クラッチトルクの増加方向に移動しなが
ら第１位置（ａ）を通過したことに基づいて、前記運転者による制動操作部材（ＢＰ）の
操作に依存せずに前記車両の車輪に制動力を与えるブレーキ液圧を発生する坂道発進用ブ
レーキ液圧制御を開始・実行する。
【００１６】
　また、前記制御手段は、前記クラッチ操作部材（ＣＰ）の位置が前記第１位置（ａ）を
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通過した後、前記クラッチ操作部材（ＣＰ）の位置が、前記第１位置と、前記第１位置に
対して前記クラッチトルクの増加方向にある第２位置（ｂ）との間に所定時間（Ｔ）に亘
って維持されたことに基づいて、前記坂道発進用ブレーキ液圧制御を開始・実行するよう
に構成され得る。
【００１７】
　クラッチ操作部材（ＣＰ）の「クラッチトルクの増加方向」への移動は、例えば、クラ
ッチ操作部材として、上記クラッチペダルが利用される場合、上記クラッチペダルの踏み
戻し方向への移動であってもよい。「第１位置（ａ）」は、例えば、このクラッチペダル
の踏み戻し方向への移動に際し、クラッチペダルが通過する所定の位置であってもよい。
「第２位置（ｂ）」は、このクラッチペダルの踏み戻し方向への移動に際し、クラッチペ
ダルが「第１位置（ａ）」を通過した後に通過する所定の位置であって、踏み戻し方向へ
の移動量が「第１位置（ａ）」に対応するものよりも大きい位置であってもよい。
【００１８】
　前記第１位置（ａ）は、前記クラッチトルクがゼロになる領域内に設定され得る。また
、前記第２位置（ｂ）は、前記クラッチトルクがゼロから増加開始する位置（ｐ）に対し
て前記クラッチトルクの増加方向の位置に設定され得る。
【００１９】
　前記制御手段は、前記坂道発進用ブレーキ液圧制御の実行中において、前記車両の運転
者により操作される加速操作部材（ＡＰ）が操作されたことに基づいて、前記坂道発進用
ブレーキ液圧制御を終了するように構成され得る。
【００２０】
　上記構成によれば、坂道発進用ブレーキ液圧制御が、運転者の操作に基づき開始・実行
される。従って、車両の運転者が坂道発進用ブレーキ液圧制御を必要としているときにの
み、坂道発進用ブレーキ液圧制御が開始・実行され得る。また、坂道発進用ブレーキ液圧
制御を開始・実行するにあたり、坂道検出手段（例えば、角度センサ、加速度センサ等）
が不要となり得る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る制御装置を示した模式図である。
【図２】図１に示したクラッチペダルの位置移動について説明するための図。
【図３】図１に示したクラッチについてのクラッチトルクとクラッチストロークとの関係
を示したグラフである。
【図４】図１に示したＥＣＵにより実行される坂道発進モードの検出処理の流れを示した
フローチャートである。
【図５】坂道発進モードにおける作動を説明するためのタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態に係る車両の制御装置（以下、「本装置」と呼ぶこともある。
）について図面を参照しながら説明する。図１は、本装置を搭載した車両の概略構成を示
している。
【００２３】
　この車両は、エンジンＥ／Ｇと、手動変速機Ｍ／Ｔと、クラッチＣ／Ｔとを備えている
。エンジンＥ／Ｇは、周知の内燃機関の１つであり、例えば、ガソリンを燃料として使用
するガソリンエンジン、軽油を燃料として使用するディーゼルエンジンである。エンジン
Ｅ／Ｇの出力軸Ａｅは、フライホイールＦ／Ｗ、及び、クラッチＣ／Ｔを介して、手動変
速機Ｍ／Ｔの入力軸Ａｉと接続されている。
【００２４】
　手動変速機Ｍ／Ｔは、運転者により操作されるシフトレバーＳＬのシフト位置に応じて
変速段が選択されるトルクコンバータを備えない変速機（所謂、マニュアルトランスミッ
ション）である。手動変速機Ｍ／Ｔは、エンジンＥ／Ｇの出力軸Ａｅから動力が入力され
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る入力軸Ａｉと、車両の駆動輪へ動力を出力する出力軸Ａｏとを備える。
【００２５】
　手動変速機Ｍ／Ｔは、シフトレバーＳＬのシフトパターンから理解できるように、複数
の走行用変速段（１速～５速、Ｒ）と、ニュートラル段（Ｎ）とを備える。走行用変速段
としては、前進用の５つの変速段（１速～５速）、及び後進用の１つの変速段（Ｒ）が設
けられている。「１速～５速」および「Ｒ」では、入力軸Ａｉと出力軸Ａｏとの間で動力
伝達系統が確立され、且つ、減速比（出力軸Ａｏの回転速度に対する入力軸Ａｉの回転速
度の割合）が異なる。手動変速機Ｍ／Ｔは、シフトレバーＳＬを「１速～５速」および「
Ｒ」のうちの何れか１つに対応するシフト位置に移動することにより、対応する走行用変
速段が選択・実現されるようになっている。「Ｎ」では、入力軸Ａｉと出力軸Ａｏとの間
で動力伝達系統が確立されない。手動変速機Ｍ／Ｔは、シフトレバーＳＬを「Ｎ」に対応
するシフト位置に移動することによりニュートラル段が選択・実現されるようになってい
る。
【００２６】
　クラッチＣ／Ｔは、エンジンＥ／Ｇの出力軸Ａｅと手動変速機Ｍ／Ｔの入力軸Ａｉとの
間に介装されている。クラッチＣ／Ｔは、手動変速機Ｍ／Ｔの入力軸Ａｉに一体回転する
ように設けられた周知の構成の１つを有する摩擦クラッチディスクである。より具体的に
は、エンジンＥ／Ｇの出力軸Ａｅに一体回転するように設けられたフライホイールＦ／Ｗ
に対して、クラッチＣ／Ｔ（より正確には、クラッチディスク）が互いに向き合うように
同軸的に配置されている。
【００２７】
　フライホイールＦ／Ｗに対するクラッチＣ／Ｔ（より正確には、クラッチディスク）の
軸方向の位置が調整可能となっている。クラッチＣ／Ｔの軸方向位置が調整されることに
より、クラッチトルク（エンジンＥ／Ｇの出力軸Ａｅと手動変速機Ｍ／Ｔの入力軸Ａｉと
の間においてクラッチＣ／Ｔが伝達可能な最大トルク）が調整可能となっている。クラッ
チＣ／Ｔの軸方向位置は、車両の運転者により操作されるクラッチペダルＣＰの操作量に
応じて調整される。即ち、上記クラッチトルクは、上記クラッチペダルＣＰの操作量（位
置の調整）に応じて調整される。クラッチトルクとクラッチペダルＣＰの操作量との関係
については、後述する。
【００２８】
　また、本装置は、ブレーキ液圧制御装置ＢＲＫを備えている。ブレーキ液圧制御装置Ｂ
ＲＫは、車両の車輪に制動力を与えるブレーキ液圧を発生・消滅させるように設けられた
周知の構成の１つを有するアクチュエータである。ブレーキ液圧制御装置ＢＲＫは、車両
の運転者によるブレーキペダルＢＰの操作に依存せずに、このブレーキ液圧の発生・消滅
が可能となっている。
【００２９】
　また、本装置は、クラッチペダルＣＰの操作量（後述するクラッチストローク）を検出
するクラッチ操作量センサＰ１と、ブレーキペダルＢＰの操作の有無を検出するブレーキ
センサＰ２と、アクセルペダルＡＰの操作量（アクセル開度）を検出するアクセル開度セ
ンサＰ３と、シフトレバーＳＬの位置を検出するシフト位置センサＰ４と、車両の車速を
検出する車速センサＰ５とを備えている。
【００３０】
　更に、本装置は、電子制御ユニットＥＣＵを備えている。電子制御ユニットＥＣＵは、
上述のセンサＰ１～Ｐ５に基づいて、上述のブレーキ液圧制御装置ＢＲＫを制御する。電
子制御ユニットＥＣＵは、図示しないタイマを備えている。
【００３１】
（クラッチトルクとクラッチペダルＣＰの操作量との関係）
　以下、図２、及び図３を参照しながら、クラッチＣ／Ｔにおける、クラッチトルクとク
ラッチペダルＣＰの操作量との関係について説明する。図２は、クラッチペダルＣＰが操
作される際のクラッチペダルＣＰの位置移動について説明するための図である。クラッチ
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ペダルＣＰは、車両の運転者の足により踏み込まれることで、踏み込み方向へ移動可能と
なっている。また、クラッチペダルＣＰは、踏み込み方向に対抗し付勢力が発生するよう
になっており、クラッチペダルＣＰを踏み戻したときには、その付勢力により足と一体的
に踏み戻し方向（踏み込み方向とは逆の方向）へ移動可能となっている。
【００３２】
　クラッチＣ／Ｔの軸方向位置は、クラッチペダルＣＰの踏み込み方向への操作量が大き
いほど、フライホイールＦ／Ｗから離間する方向への移動量がより大きくなるよう、例え
ば、バイ・ワイヤ方式により調整される。クラッチＣ／Ｔ（クラッチディスク）は、クラ
ッチペダルＣＰの踏み込み方向への操作量が最大であるとき、フライホイールＦ／Ｗから
最も離れたところに位置するようになっている。
【００３３】
　以下、踏み込み方向への操作量が最大であるときの、クラッチペダルＣＰの位置を「原
位置」と呼ぶ。また、クラッチペダルＣＰの「原位置」からの踏み戻し方向への移動量（
操作量）をクラッチストロークと呼ぶ。即ち、クラッチペダルＣＰが「原位置」にあると
き、クラッチストロークが「０」となる。従って、クラッチストロークが「０」から増大
していくと（クラッチペダルＣＰが「原位置」から踏み戻し方向へ位置移動するよう操作
されると）、離間していたクラッチＣ／Ｔ（クラッチディスク）が、フライホイールＦ／
Ｗに近づいていくようになっている。
【００３４】
　図３は、クラッチトルクとクラッチストロークとの関係を示す図である。クラッチスト
ロークが「０～ｐ（＞０）」の領域では、クラッチトルクが「０」に維持され、エンジン
Ｅ／Ｇの出力軸Ａｅと手動変速機Ｍ／Ｔの入力軸Ａｉとの間で動力が伝達されない。この
領域を「分断領域」と呼ぶ。
【００３５】
　クラッチストロークが「ｐ」よりも大きい領域では、クラッチトルクが「０」よりも大
きく、エンジンＥ／Ｇの出力軸Ａｅと手動変速機Ｍ／Ｔの入力軸Ａｉとの間で動力が伝達
される。この領域において、クラッチストロークが「ｐ～ｑ（＞ｐ）」の領域では、クラ
ッチトルクはクラッチストロークが大きいほど大きくなる。この領域を「半接合領域」と
呼ぶ。クラッチストロークが「ｑ」よりも大きい領域では、クラッチトルクはゼロより大
きい所定値（最大値）に維持される。この領域を「接合領域」と呼ぶ。即ち、クラッチス
トローク「ｐ」に対応するアクセルペダルＣＰの位置は、クラッチトルクがゼロから増加
開始する位置に相当する。
【００３６】
　上記「分断領域」における所定のクラッチストローク「ａ」から、上記「半接合領域」
における所定のクラッチストローク「ｂ」までに亘る領域を、「検出領域」と呼ぶ。即ち
、クラッチストロークの大きさの関係としては、０＜ａ＜ｐ＜ｂ＜ｑとなる。この「検出
領域」におけるクラッチストロークの両端値（ａ，ｂ）は、上記「分断領域」および上記
「半接合領域」の両領域に亘ってそれぞれ設定される。クラッチストローク「ａ」，「ｂ
」に対応するアクセルペダルＣＰの位置は、第１，２位置にそれぞれ相当する。この「検
出領域」は、後述の坂道発進モードの検出に使用される。
【００３７】
（坂道発進モードの検出）
　ところで、車両の坂道発進に際し、操作性向上、及び安全性向上の観点に基づき、坂道
発進用ブレーキ液圧制御が実行・開始されるのが好ましい。この制御は、車両の運転者が
必要にしているときにのみ実行・開始されることが、特に好適である。このため、本装置
では、運転者の操作に基づき「坂道発進モード」が検出される。
【００３８】
　以下、本装置により実行される坂道発進モードを検出する処理の一例について、上述の
図２、図４に示すフローチャート、及び図５に示すタイムチャートを参照しながら説明す
る。
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【００３９】
　図４に示す例では、坂道発進モード検出処理は、イグニッションＯＮ、且つ、坂道発進
モードがＯＦＦ時にて、所定のタイミング毎に繰り返し実行される。ステップ４０５では
、車両停止か否かが判定される。この判定は、車速センサＰ５の検出値に基づいて実行さ
れる。車両停止（車速が「０」）と検出された場合、ステップ４０５にて「Ｙｅｓ」と判
定されて、ステップ４１０にて、ブレーキＯＮであるか否かが判定される。この判定は、
ブレーキセンサＰ２の検出値に基づいて実行される。ブレーキペダルＢＰが制動操作され
ていると検出された場合、ステップ４１０にて「Ｙｅｓ」と判定されて、ステップ４１５
にて、手動変速機Ｍ／Ｔの変速段が、走行用変速段（１速～５速、Ｒ）であるか否かが判
定される。この判定は、シフト位置センサＰ４の検出値に基づいて実行される。
【００４０】
　手動変速機Ｍ／Ｔの変速段が走行用変速段に選択されていると検出された場合、ステッ
プ４１５にて「Ｙｅｓ」と判定されて、ステップ４２０にて、クラッチ戻し操作有か否か
が判定される。具体的には、クラッチストロークが、増加しながら「ａ」を通過した後、
上記「検出領域」内に所定時間Ｔ維持されたか否かが判定される。この判定は、クラッチ
操作量センサＰ１の検出値と、タイマの測定時間とに基づく。クラッチ戻し操作有と検出
された場合、ステップ４２０にて「Ｙｅｓ」と判定されて、ステップ４２５にて、上記検
出された走行用変速段がリバース（Ｒ）であるか否かが判定される。走行用変速段がリバ
ース（Ｒ）の場合、「Ｙｅｓ」と判定されてステップ４３０にて後進用坂道発進制御モー
ドがＯＮとされる。走行用変速段が１速～５速の場合、「Ｎｏ」と判定されてステップ４
３５にて前進用坂道発進制御モードがＯＮとされる。一方、ステップ４０５～４２０の何
れかにおいて「Ｎｏ」と判定された場合には、坂道発進モードはＯＦＦに維持される。
【００４１】
　図５に示す例は、傾斜路にて停止している車両が前発進していく場合の作動例である。
時刻ｔ１以前では、運転者により、ブレーキペダルＢＰが制動操作（ブレーキペダルＯＮ
）されており、シフトレバーＳＬが「１速」位置に選択されており、クラッチペダルＣＰ
が位置が「原位置」となるよう踏み込まれており（クラッチストローク「０」）、車両が
停止しているものとする（アクセルペダルＡＰは操作されていない）。
【００４２】
　時刻ｔ１にて、クラッチペダルＣＰの踏み戻しが開始される。即ち、クラッチペダルＣ
Ｐは原位置から踏み戻し方向へ移動開始し、クラッチストロークが「０」から増加してい
く（図２を参照）。時刻ｔ２にて、増加するクラッチストロークが「ａ」を通過する。こ
のとき、クラッチストロークが上記「検出領域」へ到達したことになり、一方で、タイマ
による時間計測が開始される。その後、クラッチストロークは、上記「半接合領域」内の
「ｐ」よりも若干大きく「ｂ」よりも小さい値に到達し、同値に維持される。即ち、クラ
ッチストロークは、上記「検出領域」内に維持されることになる。
【００４３】
　時刻ｔ２から、クラッチストロークが上記「検出領域」内に維持された状態で、時間Ｔ
だけ経過する時刻を時刻ｔ３とする。このときまでは、図４のステップ４０５～４１５に
て「Ｙｅｓ」と判定されてステップ４２０に進み、ステップ４２０にて「Ｎｏ」と判定さ
れる。従って、時刻ｔ３以前には、坂道発進モードはＯＦＦに維持されて、坂道発進用ブ
レーキ液圧制御は実行されない。即ち、ブレーキ液圧制御装置ＢＲＫからの制御用ブレー
キ液圧が、ゼロに維持される。
【００４４】
　時刻ｔ３にて、図４のステップ４０５～４２０にて「Ｙｅｓ」と判定されてステップ４
２５に進み、ステップ４２５にて「Ｎｏ」と判定された後、前進用坂道発進用モードがＯ
Ｎとされる。これにより、坂道発進用ブレーキ液圧制御が開始される。即ち、ブレーキ液
圧制御装置ＢＲＫからの制御用ブレーキ液圧の発生が開始されて、制御用ブレーキ液圧が
ゼロから所定値（＞０）に向かって増加していく。前進坂道発進用モードがＯＮの期間に
は、坂道発進用ブレーキ液圧制御の実行が維持される。このため、制御用ブレーキ液圧が
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【００４５】
　時刻ｔ４にて、ブレーキペダルＢＰの制動操作が解除（ブレーキペダルＯＦＦ）される
。制御用ブレーキ液圧が上記所定値に維持されているため、運転者により制動操作が解除
されているにもかかわらず、車両制動が継続する。即ち、車両が降坂することなく、車両
停止状態（車速が「０」である状態）が維持される。
【００４６】
　その後、時刻ｔ５にて、アクセルペダルＡＰの加速操作が開始される。この加速操作が
開始された（アクセル開度が「０」から増加した）と判定された場合、坂道発進モードは
ＯＦＦとされる。この判定は、アクセル開度センサＰ３の検出値に基づく。時刻ｔ５にて
、坂道発進用ブレーキ液圧制御が終了するよう、ブレーキ液圧制御装置ＢＲＫからの制御
用ブレーキ液圧の消滅が開始されて、制御用ブレーキ液圧がゼロに向かって減少していく
。これにより、時刻ｔ５以降、車両が前進していく（車速が「０」から増加していく）。
そして、クラッチペダルＣＰは、より踏み戻し方向へ操作されて、クラッチストロークが
増大していく。アクセルペダルＡＰは、より踏み込み方向へ操作されて、アクセル開度が
増大していく。これらに伴い、前進車両の車速の増大が継続する。従って、時刻ｔ５以降
、図４のステップ４０５にて「Ｎｏ」と判定されて、坂道発進モードはＯＦＦに維持され
る。
【００４７】
（作用・効果）
　以上、本装置によれば、坂道発進用ブレーキ液圧制御が、運転者の操作に基づき開始・
実行される。具体的には、「車両が停止状態にあり、且つ、ブレーキペダルＢＰが制動操
作されていて、且つ、シフトレバーＳＬが走行用変速段（１速～５速、Ｒ）のうちの何れ
か１つに対応するシフト位置にあると判定されている場合」において、クラッチペダルＣ
Ｐの位置が、踏み戻し方向（クラッチトルクの増加方向）に移動しながら、クラッチスト
ロークａに対応する位置を通過した後に、上記「検出領域（クラッチストロークａ～ｂ）
」内に所定時間Ｔに亘って維持されたと判定された場合、坂道発進用ブレーキ液圧制御が
開始・実行される。
【００４８】
　従って、車両の運転者が坂道発進用ブレーキ液圧制御を必要としているときにのみ、坂
道発進用ブレーキ制御が開始・実行され得る。また、坂道発進用ブレーキ液圧制御を開始
・実行するにあたり、坂道検出手段（例えば、角度センサ、加速度センサ等）が不要とな
り得る。
【００４９】
　本発明は上記実施形態に限定されることはなく、本発明の範囲内において種々の変形例
を採用することができる。例えば、上記実施形態では、上記「検出領域」におけるクラッ
チストロークの両端値（ａ，ｂ）が、上記「分断領域」および上記「半接合領域」の両領
域に亘ってそれぞれ設定されていたが、これに代えて、例えば、この両端値が、上記「分
断領域」のみにそれぞれ設定されてもよいし、上記「半接合領域」のみにそれぞれ設定さ
れてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　Ｍ／Ｔ…手動変速機、Ｅ／Ｇ…エンジン、Ｃ／Ｔ…クラッチ、Ａｅ…エンジンの出力軸
、Ａｉ…手動変速機の入力軸、Ａｏ…手動変速機の出力軸、ＣＰ…クラッチペダル、ＢＰ
…ブレーキペダル、ＳＬ…シフトレバー、Ｐ１…クラッチ操作量センサ、Ｐ２…ブレーキ
センサ、Ｐ４…シフト位置センサ、Ｐ５…車速センサ、ＢＲＫ…ブレーキ液圧制御装置、
ＥＣＵ…電子制御ユニット
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